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国際アカデミー日本語学院 取手校 
〒302-0023 

茨城県取手市白山 3-2-29 

電話：0297-73-2131 

FAX：0297-77-4456 

E-mail：toride@kokusai-academy.com 



１．コース案内  

コース 入学時期 学習期間 願書受付期間 定員 

進学 2 年コース 4 月 2 年 前年 9 月～10 月末 40 名 

進学 1 年 6 か月コース 10 月 1 年 6 か月 同年 4 月～5 月末 40 名 

＊定員になり次第、受付を締め切らせていただきます。 

 

午前クラス 午後クラス 

9：00 ～ 9：45 13：00 ～ 13：45 

  9：55 ～ 10：40 13：55 ～ 14：40 

10：50 ～ 11：35 14：50 ～ 15：35 

11：45 ～ 12：30 15：45 ～ 16：30 

＊クラスは、午前または午後のみの半日制です。 

 

２．出願資格  

１）母国あるいは外国において、12 年以上の学校教育を修了した者 

２）日本の専門学校への進学を目指す者 

３）日本留学に必要な学費や生活費を確実に負担する者がおり、その者の資産形成過程を資料で証明できる者 

４）申請時の日本語能力が下記のレベルに相当する者  

・ 進学 2 年コース：150 時間以上の日本語学習歴または日本語能力試験(JLPT)N5 相当の合格証書 

・ 進学 1 年 6 か月コース：350 時間以上の日本語学習歴または日本語能力試験(JLPT)N4 相当の合格証書 

５）入学する時点において年齢が満 18 歳以上の者 

 

３．選考方法  

１）願書受付期間内に必要書類を提出し、入学検定料 20,000 円をお支払いください。 

２）書類審査、面接及び筆記試験にて選考を行います。なお、入学検定料は合否にかかわらず返金しません。 

※スリランカ人については、英語での面接も行います。面接では、仕事、学校で普段使われる身近な話題についての簡

単なやり取りができるか、自己紹介、志望動機、卒業後の進路（専門学校で何を勉強したいか）、専門学校卒業後

の進路等の質問事項について英語での受け答えが出来るか等の英語の面接試験を行い、問題ないと判断される場合

は合格とします。 

 

 

 

 

 

 



４．必要書類 

書類が日本語以外で書かれている場合、日本語訳を添付して翻訳と原本の両方を提出してください。 

１）申請者に関する書類 

必要書類 備考 

入学願書・履歴書・留学理由書 本学院所定様式 

カラー写真 6 枚 縦 4 ㎝×横 3 ㎝サイズで、最近 3 ヶ月以内に撮影された無修正のもの 

最終学歴の卒業証書（原本） 
大学・短期大学・専門学校に在学および休学中の場合、または中途退学

の場合は当該学校の証明の他に高校の卒業証書も提出してください。 

最終学歴の成績証明書（原本）  

日本語能力を証明する資料 

[進学 2 年コース] 

150 時間以上の日本語学習歴 

または日本語能力試験(JLPT)N5 相当の合格証書 

[進学 1 年 6 か月コース] 

350 時間以上の日本語学習歴 

または日本語能力試験(JLPT)N4 相当の合格証書 

戸籍に関する資料 出生証明書、戸籍謄本（家族全員）など 

パスポートのコピー（所持者のみ） 日本への出入国歴がある場合は出入国スタンプがある全ページも提出 

身分証明書のコピー 表、裏の両面のコピー 

結核非発病証明書 ネパール人とベトナム人のみ 

その他、本学院が請求するもの  

 

２）経費支弁者に関する書類 

必要書類 備考 

経費支弁書 本学院所定様式 

支弁者と申請者との関係を立証する書類 親族関係公証書、出生証明書、戸籍謄本などの公的書類 

在職証明書 個人経営の場合は営業許可証の写し 

預金残高証明書 
経費支弁者個人の名義で、発行日が 3 ヶ月以内、留学中の学費、

生活費に相当する費用の証明書 

納税証明書 過去 1 年分の納税金額が確認できるもの 

資金形成過程の証明書 過去 1 年分の銀行取引明細書など 

 

 

 

 

 

 

 



５．納付金 

入学検定料は、願書提出時にご請求します。出入国在留管理局による在留資格の審査が終了し、在留資格認定証

明書の発行後に、入学時納付金（1 年目）をご請求します。入学時納付金の払込証明書を確認後、在留資格認

定証明書を発送いたします。 

 進学 2 年コース（単位：円／税込） 

 入学時（1 年目） 2 年目 合計 

入学検定料 20,000 ― 20,000 

入学金 50,000 ― 50,000 

授業料 633,000 633,000 1,266,000 

施設費 40,000 40,000 80,000 

教材費 30,000 30,000 60,000 

課外活動費 10,000 10,000 20,000 

保険料 5,000 5,000 10,000 

健康管理費 6,000 6,000 12,000 

合計 794,000 724,000 1,518,000 

 進学 1 年６か月コース（単位：円／税込） 

 入学時（1 年目） 2 年目 合計 

入学検定料 20,000 ― 20,000 

入学金 50,000 ― 50,000 

授業料 633,000 316,500 949,500 

施設費 40,000 20,000 60,000 

教材費 30,000 15,000 45,000 

課外活動費 10,000 5,000 15,000 

保険料 5,000 2,500 7,500 

健康管理費 6,000 6,000 12,000 

合計 794,000 365,000 1,159,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



６．学費返金規定 

⚫ 入学検定料は、理由の如何に関わらず返金しません。 

⚫ 返金の際にかかる金融機関の振込手数料は、すべて受取人の負担となります。 

 

１）入国前 

① 在留資格認定証明書交付後のキャンセルは、入学検定料と入学金を除く全納付金を返金します。 

・条件：入学許可証の返却、在留資格認定証明書の返却 

② 査証（留学ビザ）不許可の場合は、入学検定料と入学金を除く全納付金を返金します。 

・条件：入学許可証の返却、査証不許可の確認 

③ 査証（留学ビザ）取得後のキャンセルは、入学検定料と入学金を除く全納付金からキャンセル料を差し引いた金

額を返金します。 

・キャンセル料：15,000 円 

・条件：入学許可証の返却、留学ビザの取り消しの確認 

 

２）入国後、入学前 

入国査証を取得し来日したが入学前にキャンセルをした場合は、入学検定料と入学金を除く全納付金からキャンセル

料を差し引いた金額を返金します。 

・キャンセル料：15,000 円 

・条件：帰国の確認、在留カード番号失効照会の確認、在留カードに穴を開けた写真の確認、出入国スタンプの確認 

 

３）入学後の退学 

⚫ 授業料及び施設費の未受講期間分は、特定商取引法で定められた５万円又は残額の 20％に相当する額のい

ずれか低い額をキャンセル料として差し引いた金額を返金します。 

⚫ 教材費は学期単位で返金します（1 学期あたりの単価：7,500 円）。 

⚫ 課外活動費・健康管理費は、実施していない場合に限り返金します。 

⚫ 保険料は保険会社の規定に準じます。 

 

・条件①帰国による中途退学の場合：帰国の確認、在留カード番号失効照会の確認、在留カードに穴を開けた写真

の確認、出入国スタンプの確認 

・条件②転学による中途退学の場合：転学先の入学証明の確認 

・条件③進学による中途退学の場合：進学先の在籍証明 

・条件④就職による中途退学の場合：新たな在留資格の取得の確認及び就職先の雇用証明の確認 

 

４）学費返金対象除外事項 

① 退去強制処分や除籍処分：原則として納付金は返金しません。 

② 来日が遅れた場合：未受講分の授業料、設備費、教材費、課外活動費、保険料の返金はしません。 

 



５）免責事項 

天災、事故、感染症など、やむを得ない事情で授業を中止する場合は免責とし、その分の授業料、設備費、教材費、

課外活動費、保険料の返金はしません。 

 

７．出願から入学までの流れ 

１ 書類の提出・入学検定料の納入 必要書類を提出し、入学検定料をお支払いいただきます。 

２ 1 次選考 書類審査 

３ 2 次選考 面接および筆記試験を受けていただきます。 

４ 在留資格認定証明書交付申請 本学院が出入国在留管理局へ在留資格認定証明書の交付申請をします。 

５ 在留資格認定証明書の交付 出入国在留管理局より「在留資格認定証明書」の交付結果が出ます。 

６ 納付金の納入 入学検定料を除いた入学時納付金（1 年目）をご請求します。 

７ 入学許可証の発行 納付金納入後、入学許可証を発行します。 

８ 在留資格認定証明書の送付 入金の確認後、「在留資格認定証明書」を送付します。 

９ 在外公館での査証手続き 「在留資格認定証明書」が届いたら、「留学ビザ」を申請してください。 

10 日本入国・入学 入学式までに来日してください。 

 

８．その他 

１）アルバイトについて 

資格外活動許可が認められれば、学業に支障のない範囲で週 28 時間以内のアルバイトをすることが可能です。 

 

２）住居について 

原則、当学院の学生寮に入寮していただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


